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(57)【要約】
超音波診断画像化システムは、組織ドップラ画像及び診
断的使用のためのデータを生成するように動作する。そ
のシステムは、カラーマップの速度スケールを再設定す
る必要性及び組織ドップラ画像データにおけるエイリア
シングの可能性をユーザに警告する可視的及び可聴的警
告を有する。可視的警告は、表示スクリーン又は制御パ
ネルにおける光であることが可能である、又はエイリア
シングが生じる可能性がある画像の領域におけるカラー
マップの色に対してコントラストを付ける色であること
が可能である。可視的警告は、組織ドップラ画像のカラ
ーバーと合わせるように表示されたヒストグラムである
ことが可能である。カラーバーの速度限界における画像
値のヒストグラムによる表示は、カラー速度スケーリン
グを調整する必要性を表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織ドップラ画像化により組織の動きを解析する超音波診断画像化システムであって：
　動いている組織からドップラエコー信号を取得するように動作するプローブ；
　組織動き信号を生成するように機能する、前記ドップラエコー信号に応じて、前記プロ
ーブに結合されたドップラ処理器；
　前記組織動き信号を対応する色値に対してマッピングする、前記ドップラ処理器に結合
されたカラーマッピング処理器；及び
　組織動きの画像を色で表示する、前記カラーマッピング処理器に結合されたユーザイン
タフェースであって、前記色値の範囲は前記カラーマッピング処理器により用いられ、表
示器が前記表示された組織動きにおけるエイリアシングの可能性に対してユーザに警告す
る、ユーザインタフェース；
　を有する超音波診断画像化システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断画像化システムであって、前記表示器は、前記のエイリア
シングの可能性に対してユーザに可聴的に警告するスピーカを有する、超音波診断画像化
システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波診断画像化システムであって：
　組織動き画像で用いられる色値のヒストグラムを生成するように、動作する前記カラー
マッピング処理器に結合されたヒストグラム処理器；
を更に有する、超音波診断画像化システムであり、
　前記表示器は、前記の色値の範囲と同じ表示スクリーンにおいて、ヒストグラム表示を
有する；
　超音波診断画像化システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断画像化システムであって：
　前記の色値の範囲はカラーバーを有し；
　前記ヒストグラム表示は、前記ヒストグラムの点で表される前記カラーバーの色と合わ
される；
　超音波診断画像化システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の超音波診断画像化システムであって：
　前記カラーバーは、第１速度終点及び第２速度終点を示し；
　前記カラーバーの終点に近接して、ヒストグラム値の表示がエイリアシングの可能性を
表す；
　超音波診断画像化システム。
【請求項６】
　請求項３に記載の超音波診断画像化システムであって：
　前記組織動きは表示フレームレートにおいてカラーで表示され；
　前記ヒストグラム表示は、前記表示フレームレートより低い周波数に更新される；
　超音波診断画像化システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の超音波診断画像化システムであって：
　心拍信号；
を更に有する、超音波診断画像化システムであり、
　前記ヒストグラム表示は、前記心拍信号のタイミングに応じて更新される；
　音波診断画像化システム。
【請求項８】
　請求項６に記載の超音波診断画像化システムであって、前記ヒストグラム表示は、時間
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に基づいて周期的に更新される、音波診断画像化システム。
【請求項９】
　請求項６に記載の超音波診断画像化システムであって：
　前記ヒストグラム表示は所定の特性を示す；
超音波診断画像化システムであり、
　前記ヒストグラム表示は、前に表示されたヒストグラムの特性に応じて、現ヒストグラ
ムの所定の特性に基づいて更新される；
　音波診断画像化システム。
【請求項１０】
　請求項６に記載の超音波診断画像化システムであって：
　前記ヒストグラム処理器は、組織動き画像において用いられる色値の第２ヒストグラム
を生成するように動作する；
超音波診断画像化システムであり、
　前記第１ヒストグラム及び第２ヒストグラムは、時間的に異なる組織動き画像に基づく
；
　音波診断画像化システム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の超音波診断画像化システムであって、前記第１ヒストグラムは、比
較的長い時間の期間に亘って生成される色値に基づき、前記第２ヒストグラムは、短い時
間の期間に亘って生成される色値に基づく、音波診断画像化システム。
【請求項１２】
　請求項１に記載の超音波診断画像化システムであって：
　組織動き画像において用いられる色値のヒストグラムを生成するように動作する前記カ
ラーマッピング処理器に結合されたヒストグラム処理器；
を更に有する、超音波診断画像化システムであり、
　前記表示器は、前記ヒストグラムに応じて、前記エイリアシングの可能性に対してユー
ザに可聴的に警告するスピーカを有する；
　音波診断画像化システム。
【請求項１３】
　請求項１に記載の超音波診断画像化システムであって：
　前記カラーマッピング処理器は、色値の範囲に対して組織動き信号をマッピングするよ
うに動作し、前記の色値の範囲は、最大速度限界に対応する終点を有し；
　最大速度限界において又は該最大速度限界に近接して、組織動き信号が、前記の色値の
範囲の色とかなり異なる色にマッピングされる；
　音波診断画像化システム。
【請求項１４】
　請求項１に記載の超音波診断画像化システムであって、前記表示器は可視的表示を有す
る、音波診断画像化システム。
【請求項１５】
　請求項１に記載の超音波診断画像化システムであって、前記可視的表示は数値表示を有
する、音波診断画像化システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の超音波診断画像化システムであって、前記数値表示は、組織動き画
像において用いられる前記色値の範囲の生成を表示する、音波診断画像化システム。
【請求項１７】
　請求項１に記載の超音波診断画像化システムであって：
　組織動き信号がマッピングされる前記の色値の範囲を調整するように、ユーザにより動
作可能である速度スケール制御部；
　を更に有する、波診断画像化システムであり、
　前記表示器は、前記速度スケール制御部を使用するようにユーザに警告する；
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　音波診断画像化システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療診断用超音波システム、特に、カラー組織ドップラ撮影についての速度
スケールを最適化することができる超音波システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　組織超音波ドップラは、心筋の動き及びタイミングを測定する心エコーにおいて用いら
れる。組織ドップラ超音波は、血液速度、即ち、カラーフローマッピング並びにスペクト
ル及び音響パルス波ドップラを解析するために用いられる超音波技術に適合する。本発明
は、速度又は加速度等の動いている組織の動きの定量化が組織画像における識別カラーで
表示される、カラー組織ドップラ撮影（ＴＤＩ）に関する。血流技術においては、クラッ
タフィルタは、かなり弱く、高速の血液エコーが認識できるように、強く、低速の組織エ
コーを拒絶する。組織ドップラは、典型的には、クラッタフィルタを用いず、解析される
低速組織エコーは、血液の振幅より一般にかなり高い支配信号、及び残響信号である。カ
ラーＴＤＩの主な用途は、画像の記憶されているシーケンス（ループ）から導き出される
時間－領域のグラフと、心筋の異なる部分のタイミングを比較する速度、歪み速度及び歪
みを解析することである。カラーＴＤＩのフレームレートは、それらのグラフが適切な時
間分解能を有するように、好適には、少なくとも９０Ｈｚである。一般に、診断は、ライ
ブのカラーＴＤＩからは行われず、記憶されたシーケンスの再調査において行われる。
【０００３】
　解析のシーケンスが取得されるライブのカラーＴＤＩ操作中に、ユーザは、心臓の動き
がそのスケール範囲の殆どを用いるが、色割り当てのための速度スケールがその範囲を超
えることがないように、最適に設定されることが確実にする必要がある。そのスケールが
高過ぎるように設定される場合、色データの速度分解能は低く、そのことは、得られるグ
ラフにおける速度分解能が低いことを意味する。そのスケールが低すぎるように設定され
る場合、その速度は反対方向にエイリアシングする（ａｌｉａｓｉｎｇ）可能性があり、
そのことは、得られるグラフにおいて歪められることを意味する。エイリアシングを解く
解析アルゴリズムを開発することは可能であるが、現在の歪みタイミングソフトウェアは
そのようなアルゴリズムを使用することができない。
【０００４】
　ライブのカラーＴＤＩ表示における色の唯一の目的は、ユーザが速度スケールを設定す
る支援をし、速度データが実際に取得されることをユーザに確実にすることである。ユー
ザは、典型的には、動き方向に依存する、ＴＤＩにおけるかなり均一な赤色又は青色を見
ることを好む。しかしながら、ライブのカラーＴＤＩのフレームレートは、通常、人間が
知覚することができるより高く、ライブの画像はしばしば、赤色及び青色で激しく点滅す
る。そのような環境下では、エイリアシングを視覚的に知覚することは困難であり、ユー
ザは、最適でない速度スケールを用いることになる可能性がある。
【０００５】
　一部のカラーマップは０からプラス／マイナスのフルスケールの速度まで、即ち、赤色
から黄色まで及び青色から緑色までの色のスムーズな変化を有する。このことは、色域の
上半分における速度が、下方の速度に割り当てられる色とかなり異なるように現れるよう
にする。しかしながら、そのようなマップを用いるとき、最適な分解能のスケールが高過
ぎる、赤色及び青色のみをＴＤＩ画像が有するように、ＴＤＩ実行器は、そのスケールを
増加させる傾向にある。従って、好ましい赤色及び青色のカラーマップを尚も使用しなが
ら、エイリアシングアーティファクトの影響下にない有用なＴＤＩデータの取得において
、ユーザを支援することは望ましいことである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の原理に従って、カラー組織ドップラ撮影操作中に、速度表示範囲のエイリアシ
ング又は不適切な使用があるとき、診断超音波システムはユーザに警告する。その警告は
、可聴的警告又は視覚的警告であることが可能であり、不適切な速度スケールの使用につ
いてユーザに知らせる。視覚的表示は、例えば、実際に用いられている現在の速度スケー
ルの比率を示すことが可能である。その警告に応じて、ユーザは、速度スケールをより最
適な範囲に設定することができ、そのシステムは、そのスケールを自動的に最適化するこ
とが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　先ず、図１を参照するに、本発明の原理に従って構成される超音波診断撮影システムが
ブロック図の形式で示されている。超音波プローブ１０は、体内の画像フィールド１４に
おいて超音波を送信するアレイトランスデューサ１２を有する。この図においては、画像
フィールド１４は、フェーズドアレイトランスデューサにより操作される扇形に示されて
いる。例示としての扇形画像は、プローブによりインテロゲートされる血管又は他の器官
１６を有する。下で示す実施例においては、心臓が画像化される。二次元画像面が操作さ
れるようになっている場合、そのアレイは、トランスデューサ要素の一次元アレイを有し
、高さフォーカシングが用いられる又は三次元ボリュームがリアルタイムに走査されるよ
うになっている場合、アレイは、トランスデューサ要素の二次元アレイを有する。送信波
からのエコーがアレイトランスデューサにより受信され、電気信号に変換され、そしてビ
ームフォーマ２０に結合される。ビームフォーマにおいて、アレイトランスデューサの要
素からの信号が、ビーム方向に沿った深さ位置からの一連のエコー信号の、操舵され、フ
ォーカシングされたビームを形成するように、遅延されて結合される。それらのエコー信
号は、エコー信号の直交成分を検出するＩ，Ｑ復調器２２に結合される。
【０００８】
　直交信号成分は２つの信号経路、即ち、Ｂモード信号経路及びドップラ信号経路で処理
されることが可能である。Ｂモード信号経路においては、Ｉ，Ｑ信号は振幅検出器３２に
より検出される。検出された信号は、対数圧縮器３４により対数的に圧縮され、スキャン
コンバータ５０に結合され、そのスキャンコンバータは、画像情報をスムージングし、画
像信号を所望の画像フォーマットであって、この実施例においては、扇形に変換する。ド
ップラ信号経路においては、Ｉ，Ｑ信号は、フローが画像化されるとき、組織信号のよう
な何れかの不所望の信号を取り除くように、ウォールフィルタ４２によりフィルタリング
される。組織ドップラ画像化のために、そのウォールフィルタは、より高い速度の血流信
号の除外の方に、組織エコー信号を渡すようにローパスフィルタとしてプログラムされる
、若しくはドップラ信号全てを渡すようにバイパスされる又は設定されることが可能であ
る。その場合、ドップラシフトがドップラ処理器４４により推定される。好適なドップラ
推定器は自動補正器であり、その自動補正器における速度（ドップラ周波数）推定は、遅
れ１の自動補正関数の項に基づき、ドップラパワー推定は、遅れ０の自動補正関数の大き
さに基づく。動きはまた、既知の位相領域（例えば、ＭＵＳＴＩ、ＥＳＰＲＩＴ等のパラ
メトリック周波数推定器）信号処理技術又は時間領域（例えば、相互相関）信号処理技術
により推定されることが可能である。加速度若しくは時間的及び／又は空間的速度微分の
推定のような速度の時間的又は空間的分布に関連する他の推定が、速度推定の代わりに又
はそれに追加して、用いられることが可能である。速度推定は、ノイズ、セグメント化、
及び後処理器４６における穴埋め及び平坦化のような後処理を減少させるように、閾値検
出を行う。速度推定は、カラー表示範囲、典型的には、±ＰＲＦ／２範囲をカバーする８
ビットに量子化される速度値の範囲又はスケールを決定する量子化処理器４８に適用され
る。量子化速度推定がスキャンコンバータ５０に適用され、そのスキャンコンバータにお
いて、それらの速度推定は、表示されるＢモード画像のフォーマットに適合する所望の画
像フォーマットに変換される。走査変換されたＢモード及び速度値は、２つの重ねられた
表示のための色及び所望の階調に対してそれらの値をマッピングするマッピング処理器３
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６に結合される。速度スケール又はカラーバーと呼ばれるカラードップラ画像で用いられ
る表示カラーの範囲は、カラードップラ画像に沿って、カラーバーを表示するグラフィク
ス処理器７２に結合される。
【０００９】
　カラードップラ画像は、表示スクリーン９０にリアルタイムの画像を表示するビデオ処
理器８０に結合される。組織ドップラ画像化の実施例において、ＴＤＩ画像がまた、最も
最近に取得された画像のシーケンスを記憶するシネループ（登録商標）バッファ（図示せ
ず）に適用される。シネループ（登録商標）バッファに記憶される画像の数は、用いられ
る記憶装置の容量に依存する。一連のＴＤＩ画像は、上記の診断及び後のグラフィカル解
析のためのシネループ（登録商標）バッファに記憶されることが可能である、若しくは、
ＴＤＩ画像のより長い持続時間が、ビデオテープに、又は後の解析のためのディジタルビ
デオレコーダにより記録されることが可能である。
【００１０】
　本発明の原理に従って、カラーマッピング処理により表示カラーに対してマッピングさ
れる速度は、ヒストグラム処理器６４に結合される。そのヒストグラム処理器は、速度ス
ケールにおける各々の色値が組織ドップラ画像において用いられる時間数を計数する。こ
れは、カラーバーのカラー速度スケールの値の範囲に対応するビンの使用により行われる
ことが可能であり、ビンが対応する速度値を画像点が用いる各々の時間をインクリメント
されるビンの計数を用いる。ヒストグラム処理器は、各々の画像フレームについての速度
値のヒストグラムを生成することができる一方、この表示速度は、通常、実際の使用のた
めには高過ぎる。フレーム毎のヒストグラム表示を更新することに代えて、表示は、好適
には、例えば、各々の心周期に一度、１０秒毎に一度、又はある他の周期的間隔で、周期
的に更新される。心周期のタイミングは、心エコーシステムによりモニタされる患者のＥ
ＣＧ信号から利用することが可能である。表示されるようになっているヒストグラムはグ
ラフィクス処理器７２に結合され、ビデオ処理器は、組織ドップラ画像のカラーバーと関
連付けて、そのヒストグラムを表示する。
【００１１】
　ヒストグラム処理器６４はまた、エイリアシングが生じるときに、スピーカを通して可
聴音を生成する音響処理器６８に結合される。エイリアシングは、上側終点と下側終点に
隣接して、ヒストグラムのビンを満たすことにより特定されることが可能である。例えば
、エイリアシングが終了した（一般に、±ＰＲＦ／２）スケールの終わりについて±３％
の範囲内のかなりの数の組織動き色値があることは、エイリアシングが存在する又は生じ
る可能性があることを示しているとみなされる。この状態が検出されるとき、音響処理器
は、スピーカ６２を通して可聴警告を発する。代替として、アンチエイリアシングアルゴ
リズムが、エイリアシングの始まりを検出し、可聴警告をトリガすることが可能である。
【００１２】
　図２は、組織ドップラ画像化を実施するときの、本発明の超音波システムの表示スクリ
ーン１０２を示している。矢印１０４は、心臓の４つの心腔組織ドップラ画像であって、
この場合、４つの心腔ビューを指している。心エコー中は従来のように、患者のＥＣＧが
モニタされ、スクリーン１０６の下部に表示される。マーカ１０８は、スクリーン上に画
像が得られた心周期における時点を示している。
【００１３】
　このスクリーンのショットにおける画像の右側には、深さスケールがあり、その深さス
ケールの右側には、カラーバー１１２がある。カラーバーは、組織ドップラ画像１０４に
おける組織の動きを表すように用いられる速度に対応する色の範囲を示す。カラーバーは
しばしば、カラーバーの上部の＋５ｃｍ／ｓｅｃの及び下部の－５ｃｍ／ｓｅｃのような
カラー速度スケールの数値表示を伴う。その色は、組織動きの高い速度及び低い速度が存
在する解剖学的構造のハイライトされた領域及び心臓の解剖学的構造の異なる領域の速度
の感覚をユーザに与える。本発明の原理に従って、エイリアシングが生じている又は生じ
る可能性がある解剖学的構造の領域は、識別色でハイライトされている。例えば、上記の
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ように、典型的なＴＤＩのユーザは、カラーバーを赤色及び青色領域であるように設定す
る。しかし、速度値が、略速度範囲の終点である、又はその終点以上である、例えば、範
囲終点の３％の範囲内にあるとき、それらの速度値は、ＴＤＩ画像において、赤色又は青
色でなく、黄色又は緑色のような識別色で表示される。識別色は、画像において長く示さ
れることが可能でなく（米国特許第５，２１５，０９４号明細書に記載されているように
、持続されることは可能であるが）、その色の違いは、スクリーン上で単に瞬間的に点滅
するかのように、ユーザは知覚するかも知れない。それ故、ユーザは、エイリアシングの
状況に注意するように警告され、速度スケール制御により、より大きい範囲（例えば、±
１０ｃｍ／ｓｅｃ）に、カラーバーで用いる速度値の定量化範囲を再設定することができ
る。ユーザはまた、色の集合体のＰＲＦ（パルス繰り返し周波数）を調整することができ
る。代替として又は付加的に、メッセージ“エイリアシング”が、この状態で表示スクリ
ーンにおいて点滅されることが可能であり、又は、光が、制御パネルの速度スケールに隣
接して制御パネル７０において動かされることが可能である。それらの警告の何れかが、
診断上で有用であるＴＤＩデータの取得のために、働きが推薦されることを、ユーザに対
して示される。
【００１４】
　図３は、本発明の超音波システムの他のスクリーンショット１０２を示している。ヒス
トグラム処理器６４により生成されたヒストグラム１２０が、この実施例においては、カ
ラーバー１１２に隣接して表示される。そのヒストグラムは、カラーバーの各々の色によ
り用いられるカラー組織ドップラ画像１０４における画素数を表す点の曲線又は一連の点
である。そのまっすぐな線のベースラインの右側には、ヒストグラム曲線１２０の軌跡が
示されている。その軌跡が大きくなればなる程、その曲線のそのレベルにおける色の画素
の数は多くなる。この実施例においては、ヒストグラム１２０は、カラーバーの終点（上
終点及び下終点）間の値のかなり一様な分布であって、終点において画素（速度）が殆ど
ない又は全くない、分布を示している。そのヒストグラムの下のパーセント数は、カラー
バーの８８％が、ＴＤＩ画像１０４において用いられていることを示している。従って、
ユーザは、カラーバー１１２の速度スケールが、この患者について示されている組織速度
において適切であることを、図式的及び数字的の両方で情報提供される。
【００１５】
　図４は、カラーバー１１２の速度範囲の全範囲が不適切に使用されているときのスクリ
ーンショット１０２を示している。この場合、ヒストグラム１２０は、カラーバーの中央
において画素数が集中していることを示している。数字の表示は、カラーバーの範囲の６
２％のみが用いられていることを、ユーザに対して示している。それらの２つの表示は、
速度スケールの調整が、全色表示範囲をより良好に使用するようにすることが推薦される
ことを、ユーザに対して報提供している。図２の実施例においては、ユーザは、速度スケ
ールの定量的スケールを調整するように、制御パネルを用いることができ、色表示範囲に
対して異なる範囲の速度推定を定量化することができる。代替として、ユーザは、取得中
により広い周波数範囲をもたらすように、送信されたドップラの集合体のパルス繰り返し
周波数（ＰＲＦ）を調整することができる。
【００１６】
　図５は、２つのヒストグラム曲線１０２、１２２が示される、本発明の他の実施例であ
る。それらの２つのヒストグラム曲線は、時間的に異なるように生成されたものである。
この実施例においては、太い曲線１２２は、細い曲線１２０のヒストグラムデータより長
い期間に亘るヒストグラムデータを示している。例えば、太い曲線１２２は、まさに幾つ
かの可能性を与えるように、高いエイリアシングの可能性のある時間期間であって、例え
ば、過去１０秒間の、過去３０回の心周期の、又はＴＤＩ検査の開始以来の、時間期間に
亘って有するように演算されたヒストグラムを示すことが可能である。曲線１２２は、よ
り大きいエイリアシングの発生についての新しいヒストグラムが得られるときはいつでも
、更新される。例えば、細い曲線は、現在の、最も最近の心周期又は最も最近の５心周期
において、より大きいエイリアシングの可能性を有するヒストグラムであることが可能で
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ある。他の可能性は、曲線１２０が、収縮期のピーク、即ち、最も高い速度である確率が
最も高い心周期の点において、更新される。ＥＣＧ波形１０６は、心周期に対してタイミ
ングが取られたヒストグラムの表示についてのタイミング基準として用いられる。この図
においては、曲線１２２及び１２０は、可能性のあるエイリアシングの条件が過去におい
て検出されている（曲線１２２）一方、最も最近のデータは、エイリアシングの問題点を
有しない可能性が高い（曲線１２０）ことを、ユーザに情報提供している。
【００１７】
　図６は、組織ドップラ画像化中に、エイリアシングに自動的に応じる、本発明の超音波
システムの他の実施例を示している。この実施例においては、ヒストグラム処理器６４が
、速度スケール範囲の不適切な使用を示す分布を有するヒストグラムを生成するとき、又
は現在用いているカラーマップのカラーバーの終点の近くの又はその終点を越えた速度値
を検出するとき、ヒストグラム処理器は、定量化処理器４８による速度値の再スケーリン
グか又は、ドップラ集合体ＰＲＦの調整のどちらかを行う。例えば、±５ｃｍ／ｓｅｃの
カラーマップが使用されている間に、可能性のあるエイリアシング条件が検出されたとき
、定量化処理器４８は、カラー表示の範囲、例えば、８ビットに定量化された速度の範囲
を自動的に変えることが可能である。代替として、ヒストグラム処理器は、送信ドップラ
ＰＲＦの調整を行うように、ビームフォーマ制御器に命令することが可能である。
【００１８】
　当業者は、他の変形を容易に創出することができる。例えば、最近の画像又は画像セッ
トにおける最大の正及び負の速度値が、線、数、又はカラーバーにおいて又はカラーバー
の隣の他のシンボルとして、表示されることが可能である。カラーバーは、カラーディス
ク等の他の形状に表示されることが可能である。同様の情報が、ヒストグラムの値がカラ
ーバーの中央辺りに又は他の領域に集中するときのように、カラー速度領域を減少させる
ように、ユーザに助言するように用いられることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の原理に従って構成された超音波診断画像化システムをブロック図の形式
で示す図である。
【図２】心臓のカラー組織ドップラ画像のスクリーンショット及びその対応するカラーバ
ーを示す図である。
【図３】カラーバーを用いるヒストグラムを示す、本発明の超音波システムのスクリーン
を示す図である。
【図４】不適切な速度スケールを示すヒストグラムを示す、本発明の超音波システムのス
クリーンを示す図である。
【図５】カラーバーを用いる２つのヒストグラムを有する本発明の超音波システムの他の
スクリーンを示す図である。
【図６】自動速度スケール最適化のための、本発明の原理に従って構成された他の超音波
診断画像化システムをブロック図の形式で示す図である。
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